
入札公告 

 

旧ニゴリ池の売払いについて、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令

第１６号）第１６７条の６第１項、岩出市財務規則（平成１８年岩出市規則第３３号）第６２条及び岩出市

普通財産売払事務取扱要綱（平成１７年岩出市要綱第２８号）第７条の規定に基づき公告する。 

なお、当該公告にて記載する事項及び様式等については、岩出市普通財産売払事務取扱要綱によるものと

する。 

 

  平成３１年２月２７日 

 

岩出市長 中 芝 正 幸 

 

１ 入札に付する事項について 

（１）物件番号   岩市財第３０－２号 

（２）財産名称   旧ニゴリ池 

（３）所在地    岩出市根来字洞尾１７０５番８ 

（４）面積     ３，７２１㎡ 

（５）地目     雑種地 

（６）予定価格   １８，４００，０００円 

 ※詳細は別紙「物件調書」に記載 

２ 契約条項を示す場所及び期間に関する事項について 

（１）契約条項を示す場所   岩出市西野２０９番地 

岩出市役所 総務部財務課管財係 

（２）期間に関する事項    平成３１月２月２７日から平成３１年３月１５日 

３ 入札の場所及び日時について 

（１）入札の場所       岩出市西野２０９番地 

岩出市役所 総務部財務課管財係 

（２）入札の日時       平成３１年３月２２日 

               午前１０時００分（時間厳守） 

４ 入札保証金、契約保証金及び売買代金に関する事項について 

（１）入札保証金 

    入札参加者は、入札参加申込みをした財産の予定価格の１０分の１以上の入札保証金を入札執行日 

の５日前までに納付しなければならない。なお、入札保証金については、落札者決定後に還付する 

ものとする。 

 ただし、落札者については契約締結後に還付するものとし、また、契約保証金の一部に充当でき 

るものとする。 

（２）契約保証金 

  契約を締結しようとする者は、当該契約を締結する前に売買代金の１０分の１以上の契約保証金を 

納付しなければならない。契約保証金は売買代金に充当することができる。 



（３）売買代金 

    契約を締結した者は、契約書に定める期限までに売買代金を納付しなければならない。 

    契約保証金を充当した場合は売買代金から契約保証金を控除した額とする。 

５ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

 個人又は法人は当該入札を申込むことができるものとし、連名での申込みも可能とする。 

 ただし、次に掲げる者は申込みすることができない。 

（１）岩出市の行った普通財産の売払いに関し、入札の公正な競争を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、

若しくは不正な利益を得るために連合した者で、その事実があった日から２年が経過していない者 

（２）岩出市の行った普通財産の売払いに関し、落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を結ぶことを妨

げた者で、その事実があった日から２年が経過していない者 

（３）岩出市の行った普通財産の売払いに関し、正当な理由がなくて契約の締結をしなかった者で、その事

実があった日から２年が経過していない者 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項に該当する次の者 

ア 成年被後見人 

イ 未成年、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者 

ウ 会社更生法(平成１４年法律第１５４号)の規定により更生手続開始の申立てがされている者又は民

事再生法(平成１１年法律第２２５号)の規定により再生手続開始の申立てがされている者 

エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７号)第２条第２号に規定する

暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第６号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

（以下これらを「暴力団員等」という。）又は次のいずれかに該当する場合を含む。 

（ア）暴力団員でなくなった日から５年を経過していない者 

（イ）入札に付する市有地等を暴力団の事務所又はその敷地その他これらに類する目的で使用しようと

する者 

（ウ）法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している者 

（エ）自己、自社若しくは第三者の不正な利益を得る目的又は第三者に損害を加える目的で暴力団員等

を利用している者 

（オ）暴力団員等に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団員等の維

持運営に協力し、又は関与している者 

（カ）暴力団員等との社会的に非難されるべき関係を有している者 

（キ）暴力団員等であることを知りながらこれを不当に利用している者 

（ク）暴力団員等又は前記(ア)から(キ)までのいずれかに該当する者の依頼を受けて入札に参加しようと

する者 

オ エに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人又は個人 

カ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成１１年法律第１４７号)第５条若しくは

第８条に規定する処分を受けている団体又はその構成員の統制の下にある団体 

キ 破産者で復権を得ない者 

（５）岩出市税等を完納していない者 

（６）地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の３第１項の規定に該当する岩出市職員 

６ 議会の議決に関する事項について 



 本売払の契約締結については、岩出市議会の議決は不要です。 

７ 入札参加申請等について 

（１）入札参加申請書 

  ア 提出期間     平成３１年２月２７日から平成３１年３月１５日 

午前９時００分から午後５時３０分 

             （ただし、閉庁日は除く。） 

             （郵送の受付は行いません。） 

             ※提出期間後は、いかなる理由があっても受付しません。 

  イ 提出先      岩出市西野２０９番地 

岩出市役所 総務部財務課管財係 

             電話番号 ０７３６－６７－６３２３（直通） 

  ウ 提出書類     （ア）普通財産売却一般競争入札参加申込書 

             （イ）個人 住民票の写し（連名の場合は全員の分） 

                法人 法人登記簿謄本（連名の場合は全員の分）、役員一覧 

             （ウ）印鑑証明書（連名の場合は全員の分） 

             （エ）身分証明書又は身分を確認できる書類（法人にあっては資格証明書等） 

             （オ）納税証明書（岩出市税に係る未納がない旨を証する書類） 

             （カ）その他、必要と認められる書類 

（２）入札参加資格の確認について 

  入札参加資格の要件を満たさない場合のみ通知するものとする。 

８ 現地説明会について 

（１）申込期限       電話にて問い合わせください。 

（２）申込先        岩出市役所 総務部財務課管財係 

              電話番号 ０７３６－６７－６３２３（直通） 

（３）申込方法       電話にて受け付けます。 

（４）現地説明会日時    申込時にお伝えします。 

９ 入札方法 

（１）入札は、市指定の入札書（別記第４号様式）に入札する事項を記入して、記名押印のうえ、所定の時

刻までに自ら入札箱に投函しなければならない。 

（２）代理人が入札する場合は、委任状（別記第５号様式）を提出し、入札書に入札者の氏名又は名称若し

くは商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記載して、押印をしておかなければならな

い。 

（３）入札金額は、土地価格とする。なお、当該物件は非課税財産となります。 

（４）入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしてお

かなければならない。ただし、入札書の入札金額は、訂正することができない。 

（５）入札書を入札箱に投函した後は、入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。 

（６）予定価格以上の最高価格で入札した者を落札者とする。 

（７）入札者が一人で予定価格以上のときは、当該入札者を落札者とする。 

（８）入札価格が同額の場合は、くじにて落札者を決定するものとする。 



10 入札の無効について 

 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

（１） 入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札 

（２） 同一人が２通以上の入札をした場合のそのいずれもの入札 

（３） 金額を訂正した入札書による入札 

（４） 金額の記入がない入札書による入札 

（５） 明らかに不正な行為によってされたと認められる入札 

（６） 誤字、脱字等により意思表示が明確でない入札書による入札 

（７） 入札者の記名押印、代理人が入札する場合の代理人の記名押印を欠いた入札書 

（８） その他入札に関する条件に違反した入札 

11 失格について 

入札公告において示した入札条件に違反した入札 

12 入札の中止について 

 天災その他やむを得ない理由により入札を行うことができないときは、入札を中止することがある。 

13 契約の締結について 

 入札日から１０日以内に、別紙市有財産売買契約書により契約を締結するものとする。印紙等の契約締結

にかかる費用は落札者の負担とする。 

14 所有権の移転について 

 落札者が売買代金を完納したときに移転するものとする。 

 所有権移転登記は市で行うものとする。ただし、登記に係る登録免許税等は落札者の負担とする。 

15 その他 

（１）瑕疵担保責任について 

 物件の引き渡し後、隠れた瑕疵があることを発見しても、売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契

約の解除をすることができない。 

（２）各種調査 

 本物件について、地質・構造調査、地下埋設物調査、地盤調査、埋蔵文化財調査、土壌汚染調査、ＰＣＢ

調査、アスベスト調査等は行っておらず、敷地内にある建物、工作物及び樹木等を含めて現況有姿での引き

渡しとする。 

引き渡し後の問題の処理や調査については落札者の負担とする。 


